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        平成 22年 12 月 6日 

各  位 

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

お客さま情報の紛失について 

 

株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 三井精一）では、今般、宮城県内の 15 支店において、    

お客さまの情報が記載された行内資料の一部（約 38,500 件、件数は概数）を紛失していることが判明

しましたのでお知らせいたします。 

行内調査の結果、紛失した行内資料は外部へ流出した可能性は極めて低く、資料整理・廃棄作業に  

おいて誤って廃棄した可能性が高いものと考えております。また、これまでに外部からのお問い合わせ

等、問題となる事象は発生しておりません。 

当行は、これまでもお客さまの情報の保管・管理の強化と徹底に取り組んでまいりましたが、この   

ような事態を招きましたことを心から深くお詫び申し上げます。 

 今回の事態を重く受け止め、再発防止に向けて情報管理ルールを再徹底し、今まで以上にお客さま 

情報の取り扱いに留意してまいります。 

   記 

 

１．紛失書類と情報の内容等 

 （１）該当店舗数     

宮城県内の 15支店 

（気仙沼支店、塩釜支店、中里支店、長町支店、岩ヶ崎支店、長町南支店、八幡町支店、 

利府支店、吉岡支店、黒松支店、涌谷支店、卸町支店、苦竹支店、北山支店、上杉支店） 

 

（２）紛失資料の内容 

 本資料は、当行の現金自動預払機（ＡＴＭ）を利用して、振込取引を行ったお客さまの情報

を記載した資料です。本資料は万が一の照会等に対応するため補完的に保存していたものです。 

 

（３）紛失資料に含まれるお客さま情報 

① 紛失した件数 

約 38,500 件 

   ② 該当期間 

平成 12 年 9 月から平成 21 年 8月（9年間）（最長で気仙沼支店の５年６ヶ月、 

                     最短で八幡町支店の１日です。） 

各店における期間詳細は、別紙参照 

 

 ③ お客さま情報の内容 

       振込依頼人及び受取人のカナ氏名、電話番号、口座番号、振込金額等 

      （クレジットカード会員番号、キャッシュカード暗証番号は含まれておりません。） 



 2 

２．紛失が判明した経緯 

  （１）平成 22年 9月 15 日に苦竹支店と上杉支店において、過去の取引内容を確認するため店内で

保管している本資料を調べたところ、所在不明となっていることが判明しました。 

（２）これを受けて、当行において全営業店における本資料の保管状況を確認したところ、他の  

13 支店においても紛失していることが判明したものです。 

 

３．紛失の原因とお客さまへの影響 

  （１）行内調査の結果、平成 18年 6 月以前の当該書類については、平成 18年 6月に全店で一斉に

実施した資料整理廃棄作業において、誤って廃棄した可能性が高いものと考えております。

本廃棄作業は、溶解処理を行っているため外部流出の可能性は極めて低いと考えております。 

（２）また、上記（１）以降の当該書類については、毎日、営業店において印刷出力する他の複数

資料（当日中にシュレッターで廃棄処分するもの等）に混入し、誤って廃棄した可能性が  

高いものと考えております。これは、同資料の整理方法について明確なルールが定まって 

いなかったため、各店が独自の整理を行っていたことによるものです。 

  （３）以上のことから、本資料が外部流出した可能性は極めて低く、お客さまに二次被害が発生す

る可能性も低いものと考えております。これまでに外部からのお問い合わせ等、問題となる

事象は発生しておりません。 

（４）また、紛失資料は、別途、電子データとして保存しており、お客さまへの影響はござい    

ません。 

 

４．お客さまへの対応 

（１）本件に関するお客さまからのお問い合わせ専用窓口を下記のとおり設置しておりますので、 

   ご不明な点などございましたら、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

５．再発防止策 

  （１）本件について、今後、必要な行内処分等を検討してまいります。 

（２）今回の紛失資料は、営業店において所定用紙に印刷出力したうえで保管する体制としていま

したが、この管理方法等を以下のとおり見直してまいります。 

① 同資料の整理方法について見直しを行い、他資料との混入等、誤認が発生しない仕組

みを検討いたします。 

② 廃棄作業を行う上で、より厳密な確認が可能なようルールを見直し、行内研修等で 

周知・徹底いたします。 

③ 既に行内ネットワークシステムで行内資料を保管・確認するシステムを構築済であり、

今回の紛失資料を含めて、印刷・保管する資料を出来る限り少なくしてまいります。 

④ 既に行内資料の一部は、本部が集中保管しており、今後、営業店での保管書類を出来

る限り少なくしてまいります。 

 

      － 本件に関するお客さま専用のお問い合わせ窓口 － 

照会先  ： 仙台銀行お客さまセンター 

  電話番号 ： ０１２０－２５１３－３９（フリーダイヤル） 

  受付時間 ： 平日の午前 9時から午後 5時まで 

本件に関する報道関係の問い合わせ先 

企画部企画課 尾形 

電話 022-225-8258 



別紙 

支店名 期間 

気仙沼支店 平成 12年 9 月 1日から平成 18 年 2 月 28 日まで（5年 6ヶ月） 

塩釜支店 平成 12年 9 月 30 日から平成 13 年 3 月 31 日まで（6ヶ月） 

中里支店 平成 12年 9 月 1日から平成 12 年 12 月 28 日まで（4ヶ月） 

長町支店 平成 12年 11 月 24 日、25日、26日、平成 13年 2月 19 日、平成 17年 10 月 3日、平成 20年 8月 7 日、30日、31日の計 8 日間 

岩ヶ崎支店 平成 12年 12 月 1日から平成 14 年 11 月 30 日まで（2年） 

長町南支店 

平成 12年 12 月 12 日、平成 13 年 2月 19 日、4月 9日、平成 14 年 1月 8日、13 日、2月 10日、3月 17 日、平成 15年 3月 20 日、21日、

22 日、23日、5月 26日、10 月 7 日、平成 16年 7月 1日、平成 17 年 3月 25 日、26 日、27日、4月 22日、23 日、24 日、平成 18年 2月

14 日、平成 19年 5月 20 日の計 22日分 

八幡町支店 平成 17年 8 月 23 日の 1日間分 

利府支店 平成 13年 10 月 1日から平成 14 年 3 月 31 日まで（6ヶ月） 

吉岡支店 平成 14年 8 月 1日から平成 14 年 9 月 30 日まで（2ヶ月） 

黒松支店 平成 14年 12 月 1日から平成 15 年 3 月 31 日まで（4ヶ月） 

涌谷支店 

平成 16年 3 月 5日、6日、７日、8日、9日、3月 25 日、26 日、27 日、28日、29日、30 日、平成 16年 4 月 6 日、7 日、4月 14日、15

日、16日、17日、18日、19 日、22 日、平成 18年 4月 1日、2日、6月 1日、7月 13 日、9月 19 日、平成 19年 5月 21 日の 26日間 

卸町支店 平成 17年 4 月 29 日から平成 17 年 10 月 31 日まで（6ヶ月） 

苦竹支店 平成 20年 5 月 23 日、24日、25日、27 日、28 日、29日、30日、31日、6月 1日の計 9日間分 

北山支店 平成 20年 6 月 13 日、14日、15日、7月 17 日、平成 21 年 2月 25 日の計 5日間分 

上杉支店 平成 21年 4 月 1日から平成 21 年 8 月 1日まで（4ヶ月） 

 

 


